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I. 本稿のテーマ

　複数の代替的なNTと下流構造の考察。

II. 現行モデル (NT企業と下流企業の構図)

1. 上流NTが独占で、下流NTが系列子会社とライバル会社のとき

・独占グループは、ACの不平等によりライバル会社を排除可能

・独占グループには、ACが平等でも非価格的差別化が可能

　ここでは、規模の経済が働く場合、この独占企業の分割は非合理的だが、現実的には、技術革新や需要対応の遅れ、X非効率性などの機会費用が発生する。

2. 下流NTが別ルートでサービス提供が可能なとき

・独占グループは、系列会社のインプット費用を軽減させることで、ライバル

　会社の生産を減らし、グループ全体の利益を計る。

III. NTに対する規制

　このような独占力に対する規制には、行動規制と構造規制がある。

1. 利潤規制

　一定の利潤率rに応じて、r=1のときプライスキャップ、0<r<1のとき利潤シェアリング、r=0のとき報酬率規制となる。上流のNT部門の利潤が制約されるときACは限界費用以下に設定される。その乖離の程度は利潤制約が強くなると大きくなる。

2. 構造分離と下流部門

　上流のNT部門が分離独立するとき、独占企業が、下流系列会社を部分的に所有すれば、インプット販売の直接利益は持分比に応じて戦略効果を配慮し、ACは低く設定される。系列子会社を持たないときは、独占価格を設定する。

IV. モデルの評価と政策的含意

　NT企業の下流への進出には、ドミナント規制が必要である。NTが別会社に分離されても、グループとして行動すれば有効な競争が伴わない。

